
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
五
十
八
号

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び

第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
政
官
署
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
十

号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
納
税
証
明
書
、
住
民
票
の
写
し
等
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付

及
び
引
渡
し
の
事
務
の
郵
政
官
署
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
掲
示
）

第
一
条
　
日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
取
り
扱

う
郵
便
局
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。
以
下
「
指
定
郵
便
局
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
当
該
事
務

を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
指
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
、
取
り
扱
う
事
務
の

内
容
及
び
当
該
事
務
の
取
扱
時
間
を
、
各
郵
便
局
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
人
確
認
の
方
法
）

第
二
条
　
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
納
税
証
明
書
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
納
税
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
若
し
く
は
住
民
票
等
の
写
し
等
（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
の
写
し
等
又
は
除
票
の
写
し
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
の
請
求
、
転
出
届
（
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
届
出
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
印
鑑

登
録
証
明
書
（
同
条
第
十
号
に
規
定
す
る
印
鑑
登
録
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
の
請
求
又
は
印
鑑

登
録
の
廃
止
申
請
（
同
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
付
け
る
際
の
本
人
確
認

は
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
、
法
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に

従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
郵
便
局
取
扱
事
務
従
事
職
員
」
と
い
う
。
）
を
し
て
、
当
該
請
求
を
行
う
者
に
対
し
、

必
要
な
証
明
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
請
求
書
類
等
の
送
付
）

第
三
条
　
日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
納
税
証
明
書
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
を
引
き
渡
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
郵
便
局
取
扱
事
務
従
事
職
員
を
し
て
、
当
該
引
渡
し
に
係
る
請
求
書
類
を
当
該
引
渡
し

の
事
務
に
係
る
指
定
地
方
公
共
団
体
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
市
又
は
区
若
し
く
は
総
合
区
）
の
長
に
送
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
住
民
票
等
の
写
し
等
を
引
き
渡
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
市
又
は
区
若
し
く
は
総
合
区
」
と
あ
る
の
は
、
「
区
又
は
総
合
区
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
転
出
届
を
受
け
付
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
引
渡
し
に
係
る
請
求
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
受
付
に
係
る
届
出
書
類
」
と
、
「
引
渡
し

の
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
受
付
の
事
務
」
と
、
「
市
又
は
区
若
し
く
は
総
合
区
」
と
あ
る
の
は
「
区
又
は
総
合
区
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
署
名
用
電
子
証
明
書
（
同
条
第
六
号
に

規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
署
名
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
個
人
番
号

カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
引
き
渡
し
た
場
合
及
び
個
人

番
号
カ
ー
ド
用
署
名
用
電
子
証
明
書
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
失
効
を
求
め
る
旨

の
申
請
を
受
け
付
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
引
渡
し
に
係
る
請
求

書
類
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
引
渡
し
又
は
申
請
の
受
付
に
係
る
申
請
書
類
」
と
、
「
当
該
引
渡
し
の
事
務
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
引
渡
し
又
は
申
請
の
受
付
の
事
務
」
と
、
「
市
又
は
区
若
し
く
は
総
合
区
」
と
あ
る
の
は
「
区
又

は
総
合
区
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
条
第
八
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ

ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
の
申
請
を
受
け
付
け
た
場
合
、
カ
ー
ド
記
録
事
項
の
変

更
の
届
出
を
受
け
付
け
た
場
合
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
紛
失
の
届
出
を
受
け
付
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
引
渡
し
に
係
る
請
求
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申
請
の
受
付
に
係

る
申
請
書
類
又
は
当
該
届
出
の
受
付
に
係
る
届
出
書
類
」
と
、
「
当
該
引
渡
し
の
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申

請
又
は
届
出
の
受
付
の
事
務
」
と
、
「
市
又
は
区
若
し
く
は
総
合
区
」
と
あ
る
の
は
「
区
又
は
総
合
区
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
印
鑑
登
録
の
廃
止
申
請
を
受
け
付
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
引
渡
し
に
係
る
請
求
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
受
付
に
係
る
申
請
書
類
」

と
、
「
引
渡
し
の
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
受
付
の
事
務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７
　
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
指
定
地
方
公
共
団
体
と
の
合
意
に

よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
書
類
を
指
定
郵
便
局
に
お
い
て
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
し
て
、
当
該
書
類
を
廃
棄
す
る
も
の
と
す

る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
四
日
総
務
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
三
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
改
正
規
定
中

「
郵
便
局
株
式
会
社
」
を
「
日
本
郵
便
株
式
会
社
」
に
改
め
る
部
分
並
び
に
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
郵

政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
一
二
日
総
務
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
一
九
日
総
務
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

三
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
二
六
日
総
務
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
九
日
総
務
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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